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【鳥取県福祉のまちづくり条例の改正概要】 

１．条例改正の背景 

○ 昨年度の全国障がい者芸術・文化祭とっとり大会の開催によりバリアフリーに係る機運が高まっており、

また、2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催され、本県においても来年４月に第27回日

本パラ陸上競技選手権大会の開催が決定している。 

⇒ 競技場の他、広く集客が見込まれる施設のバリアフリー化の必要性がさらに高まっている。 
 

２ 条例改正の主な内容 

（条例趣旨）高齢者、障がい者等が円滑に移動できるよう建築物のバリアフリー化に係る基準を規定 

（バリアフリー法に基づく上乗せ条例） 

(１)適合義務対象となる建物規模の見直し 

････障がい者等利用見込の高い用途について見直し、新築等建築物全体の適合率を向上(60%⇒70%) 

 ① 主に公共設置となる施設は面積に関わらず全て適合を義務付け 

学校(各種・専修学校除く)、劇場、集会場、行政事務所、博物館、美術館、体育館 等 

② 義務付け面積が高く、対象施設数が少なかった施設について義務付け面積を引下げ 

ホテル、旅館･･･････････････1千㎡以上 ⇒ 200㎡以上かつ10室以上 

運動施設、展示場･･･････････1千㎡以上 ⇒ 500㎡以上 

飲食店･････････････････････200㎡以上 ⇒ 100㎡以上 

ｻｰﾋﾞｽ業(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ､ﾚﾝﾀﾙ等)････500㎡以上 ⇒ 100㎡以上 

 
 

☆パブコメに基づく修正検討項目…耐震改修で発生する面積増分はカウント外とする 
 
 

(２)障がいの種類等に応じた基準の見直し 

････障がい者等の移動をさらに円滑にする環境づくり（要望項目の追加、見直し） 

 車いす使用者 ・<新>一定規模以上の施設の車いす使用者用駐車場に屋根設置を義務付け 

・車いす対応エレベーターの設置面積基準の引下げ（2千㎡以上⇒1千㎡以上） 

・ホテルの車いす使用者用客室の設置室数の拡大 

（50室以上で1室⇒25室以上200室以下…1/50以上、200室超…1/100+2室以上） 

・トイレ内大人用ベッド設置対象用途の拡大、面積基準の引下げ 

（公共事務所等2千㎡以上⇒全て、物販店・ホテル等5千㎡以上⇒2千㎡以上 等） 

・面積に関わらず、主要な玄関の段差解消等を義務付け(100㎡以上⇒全て) 

視覚障がい者 ・<新>一定規模以上の施設の敷地内と道路の誘導ブロックとの接続を義務付け 

・音声誘導装置の設置面積基準の引下げ 

（公共事務所等1千㎡以上⇒全て、物販店5千㎡以上⇒2千㎡以上 等） 

聴覚障がい者 ・<新>ホテル一般客室の一部に火災等を知らせる回転灯等の設置を義務付け 

・<新>公共事務所に電光掲示板装置の設置を義務付け 

高齢者 ・<新>一定規模以上の公共事務所、物販店、ホテル等に休憩スペース設置義務付け 

・<新>一般トイレの1カ所以上に洋式化を義務付け 

子育て 

オストメイト 

・一定規模以上の公共事務所、病院、物販店等で、多目的トイレとは別に一般トイ

レ内にオムツ替え設備、オストメイト対応設備の１カ所以上設置を義務付け 

(３)既存建築物利活用の際の適用基準他の見直し 

････空き家、空き店舗等を再活用しやすい基準に見直し 

 ① 既存建築物(200㎡以下)を用途変更し利活用する場合に一部基準の適用を緩和 

   トイレの大きさ、階段・廊下寸法、敷地内通路(スロープ等)等の対応困難なもの 

☆パブコメに基づく修正検討項目…玄関の巾を基準適用対象外とすること 
 
 

② 工事期間中の代替として設置する仮設建築物(2千㎡以下)を義務付けから除外 

(４)競技場等に係る基準の追加 

  ････オリンピック、パラリンピック開催に関連した新たな国指針の基準を取り込み 

○ 車いす使用者用客席の配置等に係る規定を追加（通路、階段、スロープ等は既存規定で対応可能） 

住まいまちづくり課 
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障がい者の施策の推進に関係する資料 
 
１ 所管課 

人権・同和対策課 
 
２ 事業 
（１）人権施策基本方針の改定 
   目的・概要 

・鳥取県人権尊重の社会づくり条例に基づき策定する人権施策の基本方針を、社会情

勢の変化、人権意識調査（H26.5 実施）の結果等を踏まえ改訂する。 
   ・「鳥取県人権施策基本方針」は平成 9 年 4 月に策定し、平成 16 年 3 月に第 1 次改訂、

平成 22 年 11 月に第 2 次改訂を行った。今回の改訂が第 3 次改訂となる。 
   ・現在検討委員会で原案を作成中、来年度 5 月頃にパブリックコメントを行い、平成

２８年秋頃完成の予定 
 
（２）ユニバーサルデザイン推進事業 
   目的・概要 

・一人ひとりが尊重され、すべての人が暮らしやすい社会を実現するため、ユニバー

サルデザインの理念の普及啓発等に取り組む。 
   ・小・中・高等学校、特別支援学校等への出前授業、公民館、団体等が主催する研修

研会への出前講座、各種研修会等を開催し、ユニバーサルデザイン及びカラーユニ

バーサルデザインの普及啓発を行う。 
  （参考） 
   ・ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、文化、身体の状況など、人々が持つさ

まざまな違い(一人ひとりの多様性)を尊重して、はじめから誰もが利用しやすい

ように、製品、建物、環境、サービスなどをデザインすること。 
   ・カラーユニバーサルデザインとは、多様な色覚に配慮して、なるべくすべての人

に情報が正確に伝わるよう、色の使い方や文字の形などに配慮すること。 
 
（３）障がい者スポーツ（車いすバスケ）体験教室 

目的・概要 
    ・障がい者スポーツ団体と連携して、学生を対象にした障がい者スポーツ体験教室 

（出前講座）を実施し、障がい者への理解を深めるとともに、人と人とのコミュニ 
ケーション、相手の立場に立った行動を身につけるなど、様々な人権意識の向上を

図る。 
・対象団体 県内の小学校、中学校、高等学校 
・実施回数 年 6 回 
・対象人数 約 20 人～30 人／回 
・所要時間 約 2 時間／回 

-35-


